
資金決済に関する法律第２０条第１項に基づく

　当社発行の 「オールマイティ･カード」 について､
令和６年６月１６日をもちまして運用を終了いたします。
　つきましては､オールマイティ･カード未使用残高の払
戻しをいたしますので､申出期間内に申出をお願いいた
します。

前払式支払手段の払戻しのお知らせ

１. 払戻しを行う前払式支払手段発行者の商号

株式会社東日本エネルギー

４.申出の方法

オールマイティ･カードを当店にご持参ください。

５.払戻しの方法

未使用残高を確認し現金にて返金いたします。

６.新カードについて

令和６年６月２７日よりａｐｏｌｌｏｓｔａｔｉｏｎキャッシュプリカを発行いた
します｡個人情報の登録は不要で､簡単な手続きでその場ですぐに
カードを発行いたします｡入会金･年会費は一切不要です。

７.払戻し場所､問い合せ先

株式会社東日本エネルギー スーパーセルフ帯広
〒０８０-００２８ 北海道帯広市西１８条南２７丁目１-２８
電話 (０１５５)６６-８２２６
問合せ時間は９時から１８時 【日･祝･年末年始を除く】 となります。

令和６年６月１７日 （公告日）

２.払戻しに係る前払式支払手段の種類

オールマイティ･カード

オールマイティ･カード

３. 払戻しの申出期間

令和６年６月１７日９時から令和７年６月１６日１８時迄
※当該期間内にお申出いただけない場合は､本払戻し手続きから除斥されます。


